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1.は じ め に

本稿 は,行 政機関が取消訴訟を提起することができるか,で きるとすれば,

どのような場合 に,何 を根拠にできるかの問題 を検討するものである。

近年,社 会関係が高度に複雑化 し,科 学技術が著 しく発展するに及んで,行

政の規制手段,行 政 と私人の関係,行 政をめぐる利益状況,私 人相互の利害対

立 も一段 と複雑多様化 してきた。かかる状況を反映 して,行 政訴訟にも大きな

変化が見 られ,立 法当時予想 し得なかった訴訟類型や訴え提起の手法が採 られ

るようになってきた。なかでも,近 年の原告適格拡大論 とも呼応 して,出 訴権

者が一段 と多様化 し,典型的な取消訴訟提起者である処分の相手方のみならず,

相手方以外の第三者はもとより,地 域住民,消 費者,自 然保護団体,公 害被害

者を守る会などが原告 となって,共 通の利益を主張して訴訟を起こす ことも増

えてきている。 また,地 方公共団体や公団等の特殊法人が行政庁の処分 を裁判

で争 うような例 も見 られる。

〔1〕
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行政機関が取消訴訟を提起することも稀ではない。訴訟理論からすれば,行

政機関が属する行政主体が訴えを提起すべ きなのであろうが,当 該行政機関が

処分の相手方であった り,当 該行政機関がなした処分 に審査機関が裁定を下 し

たような場合 に,行 政機関が処分や裁定の取消訴訟を提起することは,今 でも

よくあることである。

行政機関は,権 限を行使する地位 にはあるが,権 利義務の帰属主体で もなけ

れば,権 利能力なき社団で もない。 したがって,判 例は,多 くの場合,行 政機

関による取消訴訟の提起を不適法とするが,中 には積極的に出訴を適法 とし,

あるいは労働委員会によって発せ られた救済命令の取消訴訟のように,行 政機

関による出訴の適否を全 く問題にせず(な いしは,出 訴の適法性を前提にした

うえで),本 案判断に入る実務が定着 していると思われる例 も見 られる。

本稿では,こ の点に関する従来の判決例を概観 し,こ のうちの特に出訴を肯

定する判決 を参考にしなが ら,行 政機関の取消訴訟提起の可能性について,理

論的な整理 を試みようとするものである。

2.取 消訴訟の当事者能力

取消訴訟の原告たり得 る当事者 としての資格,当 事者能力については,行 政

事件訴訟法(以 下 「行訴法」)上 特段の規定がないので,民 事訴訟の例 による

ことになる(行 訴法第7条)1)。

1)こ の意味での被告適格については,行 訴法上特別の定めがある。平成16年改正前

の行訴法第11条は,取 消訴訟が行政庁の権限行使の適法違法を争うという特殊な

構造を反映して,取 消訴訟の被告を,権 利能力の主体である国や公共団体ではな

く,処 分をした行政庁としていた。これは,「多分に政策的考慮に基づ くもの」
であったが,実 際には被告行政庁を特定することが困難な場合が少なくなく,被

告を誤 り被告変更が許されない場合,出 訴期間を徒過し,司 法救済の道が閉ざさ
れてしまうこともあった。そこで,平 成16年に改正された現行行訴法は,被 告行

政庁を特定する原告の負担を軽減し,抗 告訴訟から当事者訴訟への訴えの変更の

手続を行いやす くするために,取 消訴訟の被告適格を処分を行った行政庁から当

該行政庁が所属する国や公共団体等の行政主体に変更した。これについては,橋

本博之 『解説改正行政事件訴訟法』(弘文堂,2004年)105頁 以下,宇 賀克也 『改
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すなわち,実 体法上の権利能力者,法 人はもとより,権 利能力がなくても,

独自の社会的活動をなす実体 を有する社団または財団で代表者または管理人の

定めがあるものは,実 体法上法人と擬制 されている場合(所 得税法第4条,法

人税法第3条)に 限らず,当 事者能力を有する(民 事訴訟法第28条,第29条)2)。

これ らの者が処分の取消 しを求めるにつ き 「法律上の利益」を有する限り,取

消訴訟を提起 し得ることは言 うまで もない。

3.行 政機関の当事者能力

国や地方公共団体等の行政主体は,法 人格を有する権利義務の帰属主体であ

るか ら,当 事者能力 を否定する理由はなく,自 己に対する処分の取消 しを求め

るにつ き 「法律上の利益」があるというのであれば,行 政機関に原告適格を認

めるべ きではないか と思われる3)。それは 「法律上の争訟」であって,行 政主

正行政事件訴訟法』(青林書院,2004年)56頁 以下。
2)南 博方編 『注釈行政事件訴訟法』(有斐閣,1972年)77頁(高 林克己執筆),園 部

逸夫編 『注解行政事件訴訟法』(有斐閣,1989年)78頁(春 日偉知郎執筆)。
3)行 政主体問の紛争に関する最近の研究としては,村 上裕章 『行政訴訟の基礎理論』

(有斐閣,2007年)52頁 。学説には,制 限的にせよ,行 政主体の原告適格を肯定

するものが多い。これについては,村 上 ・同書59頁以下を参照。

しかし,最 高裁は,国 民健康保険の保険者である市町村等が国民健康保険審査

会の裁決を不服として,その取消しを求める原告適格を有するかという点に関し,

保険者である市のした保険給付等に関する処分の審査に関する限り,審 査会と保

険者たる市は一般的な上級行政庁とその指揮監督に服する下級行政庁の場合と同

様の関係に立ち,該処分の適否については審査会の裁決に優越的効力が認められ,

保険者はこれに拘束されるべきことが予定されているとして,保 険者たる市町村

等の原告適格を否定した(最 判昭和49・5・30民 集28巻4号594頁)。 ただし,学

説には,こ の最高裁判決の見解を疑問視するものが多い。これについては,石 森

久広 「国民健康保険事業の保険者の地位」行政判例百選1[第5版]4頁 を参照。
さらに,土 地改良区が自己の総代選挙を管理した選挙管理委員会の決定ないし

裁決の取消 しを求めた事案につき,最 高裁は,県 選挙管理委員会は土地改良区の

機関であるから,土 地改良区は被告選管の裁決に拘束され,ま た,土 地改良区は

本件裁決の取消しを訴求するにつき法律上の利益がないとして,土 地改良区の原

告適格を否定した(最 判昭和42・5・20民 集21巻4号1030頁)。
なお,本 稿では,国,地 方公共団体等の行政主体の出訴資格の問題には立ち入

らない。
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体間の紛争 は 「機関訴訟」ではない。ただ,い かなる場合に,こ れらの行政主

体が行政庁の処分により権利を侵害されたとして取消訴訟を提起 し得 るか,こ

とに,行 政主体がその事業の執行上影響を受ける場合に,こ れをもって権利侵

害と言い得 るか,取 消 しを求める 「法律上の利益」あ りと言えるかは,問 題 と

なるところではあろう。

しか し,各 省大臣,都 道府県知事,市 町村長等の行政機関は,一 般的に,法

人たる国や地方公共団体等の行政主体のために,法 令によって与えられた権限

を行使する機関であって,行 政機関がその権限の範囲内において行 う行為の効

果は,も っぱら行政主体 に帰属す る。すなわち,行 政機関それ自体には法人格

がな く,法 的には権利義務の帰属主体ではない。

行政機関は,通 常独任制であるが,政 治的に中立公正な行政を営む必要のあ

る領域,専 門技術的な知見に基づ く判断を必要とする行政分野等においては,

他の政治的影響か ら独立 して行政 を公正に進め,あ るいは専門家を加 えた合議

体の慎重な決定手続が必要な場合があるので,こ うした分野では合議制の行政

機関,い わゆる行政委員会が置かれる。国では,公 正取引委員会,国 家公安委

員会,中 央労働委員会等,地 方公共団体では,教 育委員会,人 事委員会,選 挙

管理委員会,労 働委員会等が これにあたるが,行 政委員会には多かれ少なかれ

独立した職権行使が認められているほか,当 該分野につ き,規 則制定のような

準立法的権限,審 決,裁 決の ような準司法的権限が付与 されているのが通例で

ある。 しかし,行 政委員会 も行政機関の1種 であることには変わりがなく,権

利能力を有 さず,独 自の社会的活動 をなす実体 を有する社団または財団で もな

い。

いずれにせ よ,訴 訟法上は,行 政機関は実体法上権利能力を有せず,そ もそ

も訴訟によって保護されるべ き権利 を観念することはできないか ら,訴 訟当事

者能力を有す るものとは言えない4)。

4)雄 川一 郎 『行 政争 訟法』 有斐 閣法 律 学全集(有 斐 閣,1962年)168頁 。
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4.問 題 となる場面

訴訟当事者能力の有 しない行政機関が提起 した取消訴訟が問題となる局面と

しては,次 の3つ が考えられる。

第1は,原 告適格の有無である。

行訴法に定める取消訴訟 も,通 常の裁判所が正式な訴訟手続によって違法な

行政処分の取消 しを行 う裁判の作用である以上,訴 えが適法なものとして取 り

上げ られ,本 案判決を得るためには,出 訴の要件,す なわち訴訟要件を満たさ

な くてはならない。

この訴訟要件のうち,裁 判所の権 限,訴 訟手続の形態上の要件 といった形式

的,手 続 き的事項を除いた,原 告の請求に対する関係から生ずる要件(い わゆ

る訴権の要件)と しては,① 権利保護の資格 として当該行政庁の行為が訴えの

対象たる資格 を有す ること(行 政処分性),② 権利保護の利益 として具体的な

四囲の状況からして本案判決をなす具体的な利益が存すること(狭 義の訴えの

利益),③ 当事者適格 として当該処分 につ き原告が訴えを提起す る適格 を有す

ること(原 告適格)が 挙げられる5)。行訴法第9条 は,上 の② と③の要件につ

いて,取 消訴訟は,当 該処分の取消 しを求めるにつ き,「法律上の利益 を有す

る者(処 分又 は裁決の効果が期問の経過その他の理由によりなくなった後にお

いてもなお処分又は裁決の取消 しによって回復すべ き法律上の利益 を有する者

を含む。)に 限り,提 起することができる。」 と定めている6)。

5)南 博方 編 『条解 行 政事件 訴 訟法』(弘 文堂,1987年)328頁(前 田順 司執筆)。

6)も っ とも,行 訴 法9条 にい う 「法 律上 の利 益」 とは何 か に関 しては,特 に行政 処

分 の相 手 方以外 の 第三者 につ いて,学 説 は,大 き く 「法 律上 保護 された利 益説 」

と 「法 律上 保護 に値 す る利益 説」 に分か れて い るこ とは周知 の とお りで あ る。 判

例 は,古 くか ら比較 的厳 格 な 「法 律 上保護 された利 益説 」 に立 って きた と言 え る

が,近 年 は,判 例理 論 にや や緩和 傾 向が見 られ,基 本 的 には 「法 律上 保護 された

利 益説 」 を維持 しつつ も,解 釈原 理 としては,処 分 の根 拠 となった条 文 の文言 の

みで な く,「 直接 明 文 の規 定 はな くて も,法 律 の 合理 的解 釈 に よ り当然 に導 かれ

る制約 を行 政権 に課 してい るか」 とい った柔軟 な基 準 を採用 して きてい る。判 例

で示 され た この解釈 基準 は,平 成16年 の改 正行 訴法 第9条 第2項 で考 慮事 項 とし

て明文 化 され る に至 った。 これ につ いて は,橋 本 ・前掲 書注(1)30頁 以 下。
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厳密に言えば,訴 えを提起する適格性には,概 念的に,原 告が訴訟上の当事

者能力を有することと救済を求めるに足る主観的な利益が存することとの両者

が含 まれる。そ して,取 消訴訟を提起することので きる一般的 ・抽象的な資格

の問題と,訴 えを提起 した原告に具体的な権利関係か ら 「法律上の利益」があ

るか否かの問題は元来別のものであって,両 者は区別 して考えなくてはならな

い。 しか し,従 来,原 告適格の問題は,学 説上,主 として前者の 「法律上の利

益」の解釈をめ ぐって争われ,後 者の訴訟当事者能力に関してはほとんど関心

が向けられてこなかったか,両 者を区別せず,主 観的な訴えの利益の問題と渾

然一体 として論 じられてきたと言える。 したがって,訴 訟上の当事者能力のな

い者が取消訴訟を提起 した場合,多 くは被侵害利益の不存在の問題 として扱わ

れ,「 訴えの利益」なしとして,訴 え提起は不適法 とされて きた。

第2は,「 機関訴訟」該当性である。

行政機関には訴訟当事者能力がないとしても,制 度上,行 政機関による出訴

の途がまったく閉ざされているわけではない。わが国の行政訴訟制度は,裁 判

所が「法律上の争訟」,すなわち権利主体間の具体的な権利義務に関する紛争 を,

法律 を適用 して解決する作用であることをその基本構造 としている。行政機関

と行政機関の間の権限の存否または行使に関する紛争,い わゆる 「権限争議」

は,例 外的に,立 法政策的配慮に基づいて 「機潤 訴訟」 として特 に法律に定め

る場合 において,法 律に定める者に限 り認められる(行 訴法第6条,第42条)7)。

したがって,こ の種の訴えは,機 関訴訟を認める特別な規定のない限 り,「法

律上の争訟」にあた らず,司 法審査の対象外 とされて きた。

第3は,不 服審査制度 との関係である。

行政機関による処分に対 し審査請求等の不服申立てがなされ,上 級審査機関

7)昭 和23年 の行 政事 件 訴訟特 例 法 には特段 の規 定 は なか ったが,い わゆ る 「機 関争

議」 は法 律上 の争 訟 の性 質 を有せ ず,し たが って,そ の解 決 は,法 律 に特別 の定

め の ない限 り,裁 判所 の権 限 に属 さな い とす るのが 当時 の通説 ・判 例 であ った(雄

川 ・前掲 書注(4)117頁)。 昭和37年 の行 政事件 訴 訟法 は,こ れ を明文 化 した が,平

成16年 に改正 され た現行 行訴 法 は,そ の ま まこの規定 を踏 襲 して い る。
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や第三者審査機関が裁決等を下 した場合,行 政機関がこの裁決の取消 しを求め

て訴訟を提起できるかは,不 服審査制度の基本構造 との関係で論 じられる。行

政機関によるこの種の出訴が許されないことは,審 査機関の下 した裁決の拘束

力に関する定めがある(行 政不服審…査法第43条 第1項,2項)こ とからしても

当然で8),ま た,同 一行政組織内部の機関相互の争いというのであれば,「機

関訴訟」として,特 に法律の規定ある場合以外は認め られないという見方 もで

きるであろう9)。

従来の裁判実務は,行 政機関によって取消訴訟が提起 された場合,争 いの態

様によって,上 の3局 面のいずれかに当てはめ,あ るいはそれぞれの局面で問

題になる却下理由を複合的に挙げて,出 訴を認めないのが通例であった。

5.従 来 の判例

従来の判例は,行 政機関による取消訴訟の提起 には一般に否定的であった と

言えるが,こ のことを,行 政機関の種別や処分の態様によって以下に概観する

こととする。

〔1〕地方議会 ・議会の議員

地方議会は,一 般的には条例の制定 ・改廃のような立法的権限を有する議決

機関であって,上 述の意味での純然たる行政機関ではないが,予 算 ・決算の決

定,契 約の締結,財 産の取得 ・処分の決定等,多 くの行政的権限を有する(地

方 自治法第96条)。 行政的権限を行使する限 り,合 議制の行政機関と同視 して

よいが,い ずれにせよ,地 方公共団体の機関であることには変わ りはな く,訴

訟を提起する当事者能力が問題となり得る。

8)芝 池 義一 『行政 救済 法講 義 ・第3版 』(有i斐閣,2006年)189頁 。大 阪高判 昭和46・

11・11判 時654号25頁 。

9)塩 野宏 「地 方 公共 団 体 に対 す る国家 関与 の法律 問題(二 ・完)」 国家 学会 雑 誌79

巻9=10号105頁 。
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この点について,下 級審の判例は分かれていた。すなわち,長 による議会の

解散 を議会が争った事案 について,松 山地判昭和25・3・16行 集1巻1号76頁

は,機 関訴訟はこれを争い得るとする特別の規定ある場合 にのみ許 されるとこ

ろ,か かる規定がないので議会が解散処分の取消 しを求めることは許されない

としたが,岡 山地判昭和25・5・29行 集1巻2号248頁 は,同 じく議会が長に

よる議会解散の無効確認を求めた事案につ き,裁 判所はあらゆる法律上の争訟

を裁判するとする新憲法の精神から裁判所に審理権があると解 し,議 会の訴え

を適法 としていた。 しか し,最 判昭和29・2・26民 集8巻2号607頁 は,地 方

議会の当事者能力を否定している。村議会解散請求の代表者および村議会代表

者が,解 散請求者署名簿の署名について村選挙管理委員会に対 し異議の申立て

をしたが,こ れに対す る選挙管理委員会の決定に不服があるとして,解 散請求

の代表者が決定の一部取消 しの訴えを提起 し,議 会の代表者がこれに当事者 と

して参加することを申し出た事案につ き,最 高裁は,議 会には訴訟上当事者能

力がないとして参加の申し出を却下 した原審の判断を支持 して,「議会 は普通

地方公共団体の機関であって,法 律関係の主体ではないから,法 律 に特別の規

定ある場合10)の ほか裁判上 自己の名において訴え又は訴えられる権能 を有 し

ない」 と判示 した。

また,地 方議会の構成員である議員の出訴資格についても,判 例 は同様に機

関訴訟の論理でこれを否定する。

まず,議 員が議員 としての身分 に関係な く,議会の議決を争 うような場合は,

判例は一貫 してこれを認めない。例えば,議 員が長を被告として議会を召集す

べ き旨の判決を求める訴え(最 判昭和28・5・28民 集7巻5号601頁),議 員が

市議会の議決の不存在や無効確認を求める訴え(最 判昭和28・6・12民 集7巻

10)こ の最高裁判決中には,昭 和25年政令113号 による改正前の地方自治法施行令第

108条は,同 法第66条第1項 の選挙又は当選の効力に関する争訟の規定を解散賛

否投票に準用するに際し,同 法第66条第1項 中の 「候補者」とあるを 「普通地方

公共団体の議会及びその解散請求代表者」と読み替えていたので,地 方自治法施

行令の改正前は,議 会も争訟を提起することができるものと解されていた旨指摘

されている。
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6号663頁),予 算議決の無効確認を求める訴え(最 判昭和29・2・11民 集8巻

2号419頁)は,い ずれも,自 治体内部の機関相互間の紛争であることを強調 し,

かかる紛争は自治体内部で解決すべ く,特 別な規定のない限 り,裁 判所に出訴

することは許されない として却下 している11)。

〔2〕行政機関

行政機関が提起する取消訴訟等については,後 述するように,教 育委員会等

の行政委員会が不当労働行為救済命令の名宛人になっている場合 を除 き,判 例

は訴えの提起を認めない。

例えば,教 育委員会の行った高等学校入学者選抜要項の決定およびその公示

の執行停止を高等学校長が申し立てた事案につ き,札 幌地決昭和31・1・28行

集7巻1号129頁 は,行 政組織内部の上下系統における上下両庁間の行政権の

運用に関する紛議は,法 律に特別の定めある場合を除き,行 政庁 自らが行政の

自律作用 として解決すべ きであって,裁 判所に出訴してその救済を求めること

はできないとして,申 立てを却下 した。

また,市 教育委員会の監査拒否処分につき,監 査委員がその無効確認を求め

て出訴 した事案につ き,福 岡地判昭和30・3・14行 集3巻6号188頁 は,行 政

権の内部における機関相互間の紛争の裁判 は,裁 判所の権限に属 さない こと,

機関相互の間の紛争は,原 則 として行政権の内部において解決調整されるべ き

11)た だ,同 じ く議員 による訴 えの提 起 で あっ て も,長 に よる議会 の解散(鹿 児 島地

判昭和25・11・21行 集1巻10号1423頁,和 歌 山地 判昭和27・3・31行 集3巻2号

351頁),議 会 に よ る議 員 の懲罰 決議(岡 山知 判昭和28・8・4行 集4巻8号1849

頁,青 森 地判 昭和29.10.6行 集5巻10号2383頁)等,議 員 と しての身分 の変 更

や得喪 に関 わ る問題 につ いて は,初 期の 裁判例 は概 ね訴 えの提起 を適 法 としてい

た。 しか し,最 判 昭和35・10・19民 集14巻12号2633頁 は,議 員 の 身分 の 喪失 に関

す る重 大事 項 で あ る除 名処 分 の取消 しを求 める こ とは適法 で あるが,出 席 停止 の

ような議 員の権 利行 使 の一 時的 制 限に過 ぎない処分 は,自 律 的 な法規 範 を持 つ社

会 ・団体 の 「単 な る内部規律 の問題 」 として,司 法権 が及 ば ない と判 示 し,除 名

処 分 とそ れ以外 の処 分 を区別 して い る。 これにつ い ては,常 岡孝 好 「地 方議会 議

員 の懲 罰 と司 法権」 地 方 自治判 例百 選[第3版]120頁 。
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こと,本 来人格を有 しない行政庁は,行 政庁 ない し行政機関が独立 して原告 と

して適法に訴えを提起 し,訴 訟を遂行することは,特 にこれを認める規定のな

い限 り許されないことを理由に,訴 えの提起 を不適法 とした。

地方公共団体 の機関が,自 己のなした処分 についての審査請求の裁決を不服

として出訴する場合は,争 訟審判制度の特殊な構造 もあるが,判 例はやはりこ

れを認めない。

例 えば,村 議会議員の選挙に関して申し立てられた異議について決定をした

村選挙管理委員会が,当 該決定に関する訴願の裁決をした県選挙管理委員会を

被告として出訴した事案につき,最 判昭和24・5・17民 集3巻6号188頁 は,

出訴できる者は,選 挙又は当選の効力に関 して異議がある選挙人又は候補者に

限られる(地 方自治法第66条4項)こ と,争 訟の審判に関する審級制度におい

ては,下 級審は同事件に関する上級審の判断に拘束されることを理由に,訴 え

の提起 を不適法 とした。

〔3〕不当労働行為救済命令の取消訴訟

行政機関に限らず,あ る法人組織の構成部分に過ぎない機関は取消訴訟を提

起 し得 ない という訴訟法上の原則は,労 働委員会 によって下された不当労働行

為救済命令の取消訴訟において,判 例が採る一貫 した見解である。

労働組合法第7条 に定める不当労働行為があったとして,労 働組合が労働委

員会に救済の申立てをする場合,相 手方を法人の支店や工場 または機関として

の代表者や支店長等の下部組織とするものがあり,労 働委員会では,こ れをそ

のまま相手方 として取 り扱い,救 済命令 を発する場合にも,こ れ らの者 を名宛

人 として表示す る例がかなり見受けられる12)。この場合,法 人の構成部分が,

自己を名宛人とする救済命令の取消 しを求めることができるかが問題となるが,

下級審裁判例のほとんどは,法 人組織の構成部分は民法上の権利能力がなく,

12)司 法研 修 所編 『救 済命 令等 の取 消訴 訟 の処理 に関す る研 究 』(法 曹会,1987年)35

頁。
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かかる場合は法人格を有する法人 自体が取消訴訟を提起 し得るとしていた13)。

ところが,そ の中にあって,国 の行政機関について救済命令取消訴訟の原告

適格 を明確に認めた下級審判決があ り,注 目される。

政府管掌の国家企業で,労 働関係 について公共企業体等労働関係法が適用さ

れていた当時の郵便事業につ き,郵 便局で起 きた不当労働行為に関し,公 共企

業体等労働委員会が発 した救済命令の取消訴訟でその原告適格が争われた事例

について,東 京地判昭和43・9・9判 時554号82頁 は,救 済命令の名宛人であ

る郵便局長ではなく,国 が提起 した救済命令取消訴訟を適法としたが,控 訴審

東京高判昭和45・2・28労 民集21巻1号247頁 は,国 の機関である郵便局長の

原告適格を認めた。この判決は,郵 政事業等の五現業は国の企業であって も,

少な くとも労働関係の面では独立の法人格を付与された三公社に準 じて独立の

企業体 として扱われていること,公 労法は,労 使間の紛争の処理につき,い わ

ゆる現場主義 をとることを許容 している等のことか ら,救 済命令 も郵便局長を

相手方とすべ きであって,当 該郵便局長は当然当該救済命令の取消訴訟を提起

し得ると判示 した14)。この考え方は,郵 政事業の特殊性を強調することにより,

行政機関に原告適格を認める「特段の規定」があると理解 したものであろうか15)。

その後,最 高裁は,法 人の構成部分を名宛人とする救済命令に蝦疵あること

13)中 央労働 委 員会 事務 局審 査 第1課 「工 場(長),支 社(長),支 店(長)等 の被 申

立 人適格 と訴訟 当事 者能 力(上)(下)」 中央労働 時 報697号30頁 以 下,699号37頁

以 下。 裁 判例 と して は,福 島 地判 昭和30・11・11労 民 集6巻6号887頁,秋 田地

判 昭和32・6・5労 民 集8巻5号704頁,東 京 地 判 昭和55・8・8労 民 集31巻4

号870頁(た だ し,控 訴 審東京 高判 昭和56・9・28労 民 集32巻5号224頁 は,法 人

に も救 済 命令 の 取消 し を求め る法 律 上 の利益 が な い とす る),神 戸 地判 昭和58・

6・17労 働 判例419号 等 。

14)も っ とも,本 件 原審 判 決 は,「 国 も又,郵 便 局 長 を名 宛 入 と した救 済命 令 を取 り

消 す につ いて法 律 上の利 益 を有す る もの とい わな けれ ばな らない」と述 べ てお り,

行 政機 関 た る郵 便 局長 の原告 適格 を必 ず しも否 定 して い ない。 また,本 件 控訴 審

判 決 も,「 郵便 局 長 を相 手方 とす る救済 命 令 に対 し当該郵 便 局長 が 訴 を提起 しう

る こ とは当然 と して も,(中 略)右 の命 令 に対 して は国 自 らも訴 を提 起 し うる も

の と解 す るべ きで は ないか と考 え る」 と付 言 し,国 の原 告適 格 を も認 め てい る。

15)司 法研 修 所編 ・前掲 書 注⑫37頁 は,「 た だ,そ の場 合 で も,救 済 命令 の名宛 人 は

郵便 局 長で は な く郵 政大 臣 にすべ きで はない か との疑 問が残 る」 と して いる。
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は認めつつ も,事 実行為 としての不当労働行為か らの救済を図るという不当労

働行為救済制度の趣旨を合理的に解釈 し,こ れを無効 とせず,救 済命令の法的

効果帰属主体 としての名宛人は法人自体にほかならないと解 して,法 人自体に

その取消 しを求める法律上の利益があると判示 し16),こ れが,救 済命令取消

訴訟 における判例 となっている17)。

一方
,不 当労働行為救済手続の実務においては,行 政委員会たる教育委員会

を名宛人 として救済命令が発せ られ,教 育委員会が労働委員会を相手にその取

消 しを求めることは珍 しくはない。

この場合に,教 育委員会の当事者能力が問題 となるが,大 阪地判昭和62・12・

3労 働判例508号17頁 は,「教育委員会は,い わゆる独立行政委員会であって,

その所掌事務に関 しては,地 方公共団体の長から独立 して権限を行使するもの

ではあるが,そ れはあくまで も右事務等の処理の主体たる地方公共団体の内部

における具体的管理及び執行の権限が長か ら独立 していることを意味するにす

ぎず,私 法上の権利義務の主体 となることのできる能力,す なわち権利能力 を

有するものとは解されない し,教 育委員会について原告 としての訴訟当事者能

力ないし当事者適格を認める法令の規定 もないのであるから,原 告教委は本訴

につ き訴訟当事者能力ないし当事者適格を有 しない」 として,教 育委員会の原

告適格 を否定 した。

しかし,こ の判決以外,教 育委員会の原告適格の有無が争われた事例 はなく,

単純労務職員に対する教育委員会の処分が不当労働行為にあたるとして救済が

申したて られた事例について,労 働委員会は教育委員会 を名宛人 とし,教 育委

員会によって提起された取消訴訟においても,原 告適格は全 く問題にされずに

本案判決が下 されているようである18)。これは,当 事者か らの主張がなされ

16)最 判昭和60・7・19民 集39巻5号1266頁(済 生 会 中央病 院事 件)。

17)司 法研 修所 編 ・前掲 書注⑫36頁,菅 野和 夫 『労働 法 〈第4版 〉』(弘 文堂,1996年)

655頁 。

18)因 み に,北 海道 で は,道 教育 委 員会 が,ス ト参 加 のた め に職 場離 脱 した学 校 の事

務 生 と介護 員 を戒告 に付 した こ とが不 当労 働行 為 に当 た る と して救済 申立 て が な

され,道 教 委 が,道 地 方労 働 委員 会(当 時:現 在 は 「道 労働 委 員会 」)に よって
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ないことにもよるのであろうが,教 育委員会に当事者能力があることを前提に

した行政実務,裁 判実務が定着 したものと言えよう。

6.検 討

上に見て きたように,裁 判例は,行 政機関による出訴の適否については,取

消訴訟を提起す る資格がないこと,あ るいは機関訴訟を認める特別な定めがな

いこと,争 訟審判制度においては,審 査機関の裁決には拘束力があること等を

理由として,概 ね消極的であると言 える。

この点に関す る学説の状況につ き,そ の一般的な傾向と,特 殊な問題をはら

んでいる労働委員会による救済命令の取消訴訟の場合について,以 下で検討す

る 。

〔1〕学説の一般的な傾向

学説は,市 町村等の行政主体の提起する取消訴訟について,制 限的に出訴を

認める見解は存す る19)ものの,行 政機関による取消訴訟提起の適否に踏み込

んで論 じた研究 はほとんどない。注釈書,概 説書等では,行 訴法第9条 の原告

適格の説明の1部 として20),あ るいは,行 訴法に定めのない事項 については

民事訴訟の例によって処理すべ き旨を定めた第7条 の適用 として触れられてい

る21)に止 まるが,一 般的に行政機関の訴訟当事者能力には否定的であると言

える。

発 せ られ た救済 命令 の取 消 しを求 め た事件 で,1審 札幌 地判 平成7・11・13労 働

判例691号87頁,控 訴審札 幌 高判 平成11・5・12中 央 労働 時報956号38頁 は,い ず

れ も当事者 能力 の 問題 に は触 れず に本 案判 断 に入 って い る(最 高 裁平 成15・4・

15中 央 労働 時報1019号36頁 は上告 不受 理)。

19)村 上 ・前掲 書注(3)59頁 以下 お よびそ こ に引 用 の学説 。

20)南 編 ・前掲 書注(5)398頁 。

21)南 編 ・前掲 書注(2)77頁 。室 井 ・芝池 ・浜 川編 著 『行政事 件 訴訟 法 ・国家 賠償 法(第

2版)』(日 本評 論社,2006年)102頁(曽 和 俊 文執筆)。
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しかし,制 限的にせよ,行 政機関の出訴資格を肯定する見解 も一部に存する。

例えば,「形式上,法 人格 をもつかいなかによってのみ裁判的保護の有無 に

相違が生ず るのは合理的でない」 として,「 相争 う機関が,本 来いずれ も一体

としての行政に帰属すべ き利益 を争っている場合には,そ の紛争はいわば表見

的な紛争であって,そ こで提起 される訴訟は 『自己訴訟』 となろうが,そ のよ

うな利益 と区別 された機関に固有する利益 を主張す るような場合 は,実 質的な

意味での紛争の存在 を否定できない し,そ の限 りにおいて当事者 に法主体性 を

認め得 ることが考えられる」 とする見解22),あ るいは,「 ある行政庁の違法行

為 によって,そ の処分庁 との間に意思形成の独立が保障されている行政組織の

固有の利益が侵 された場合には,そ こに行為の違法性 をめぐって紛争が惹起す

る。かかる場合,固 有の利益 を侵害された側に,違 法行為を是正する原告適格

を認めてよいであろう」 とする見解23)が これにあたる。そ して,両 者 とも,

地方公共団体の長による議会の解散処分が法律の規定に基づかずになされた場

合等に,議 会による出訴の可能性を認めている。

これ らの見解 は,一 定の場合 に 「権利主体性 の推定」 を与え24),ま たは,

司法機関による違法行為是正の観点か ら,行 政機関に 「狭義の原告適格」 を認

めようとする25)もので示唆に富むが,裁 判上保護すべ き 「機関に固有の利益」

といい,「意思形成の独立性が保障されている行政組織の固有の利益」といい,

その内容および機関訴訟 との区別は必ずしも明確ではない。長による議会の解

散は,議 員としての資格を剥奪するものであるか ら,議 員か らの出訴を認めれ

ば足 りることである26)。

〔2〕行政機関の 「使用者」性

判例は,先 にも述べたように,労 働委員会の発する救済命令に関 し,そ の名

22)雄 川 一郎 「機i関訴 訟 の法理 」法 学協 会雑 誌91巻8号1207頁 以下 。

23)寺 田友子 「行 政組 織 の原告 適格 」民 商法 雑誌83巻2号266頁 。

24)雄 川 ・前 掲論 文注 ㈲1207頁 。

25)寺 田 ・前 掲論 文注 ㈱266頁 。

26)注 ⑪ に掲 載 の下級 審裁 判例 。
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宛人は法律上独立 した権利義務の帰属主体である 「使用者」たることを要 し,

支店や支店長等,法 人の構成部分はその名宛人た り得ず,訴 訟当事者能力も有

しないが,か かる救済命令 は実質的には使用者たる法人を名宛人 とし,こ れに

対 し命令の内容 を実現することを義務づける趣旨と解 して,当 該法人にのみ取

消訴訟提起の原告適格を認める。

労働法学界では,法 人の構成部分を名宛人 とする救済命令 について,① それ

が許 されるか,② 許されないとすれば,こ れを名宛人 とする救済命令の効力は

どうなるか,③ 法人の構成部分を名宛人とする救済命令の取消訴訟を提起 し得

るのは誰か,が 論 じられているが,概 ね判例に沿 った解釈がなされているよう

である27)。

それでは,教育現場 にある単純労務職員に対 し不当労働行為があった として,

都道府県労働委員会が教育委員会を名宛人 として救済命令を発 し,教 育委員会

がこの救済命令の取消訴訟 を提起することが常態化 している現状をどう考えれ

ばよいのであろうか。

労働法の学説の中には,極 少数ではあるが,会 社の支店や工場等,法 人の構1

成部分 を名宛人 とする救済命令を適法 とし,こ れらの者にもその取消訴訟を提

起する原告適格 を認めるべ きとする見解がある。すなわち,こ の説は,「 支店

や工場だけの裁量で労働者 を現地採用することがあ り,そ のような労働者 を組

合活動の故に支店や工場限りの裁量で解雇その他の不利益な取扱いをした場合

のように,自 己の所管にゆだねられた事項を自己の裁量で処置した場合,支 店

や工場を被 申立人とすることがで きる。さらに,不 当労働行為 となる不利益 は

法律上の不利益に限られず,事 実上の行為をも含んでお り,不 当労働行為の救

済手続 もまた司法上の権利関係 を確定することではな く,申 立人の受けた不利

益 を事実上排除することを目的とするものであるから,法 律上の権利義務の主

体 とはならない視点や工場を被 申立人とすることは差支えがな く,救 済命令の

27)三 好 達 「救 済命 令 の取 消 訴 訟」 実務 民事 訴 訟講 座(9)191頁,新 村正 人 「救 済命 令

の取 消 訴訟 」新 実 務民 事 訴 訟講座 ⑪373頁,東 京 大 学労 働 法研 究会 『注釈 労働 組

合法 下巻 』(有 斐 閣,1982年)1055頁 以 下。
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実効性 を確保す る面か らむしろ望ましい ところである。」28)とし,救 済命令の

取消訴訟についても,支 店や工場等が 「救済命令の名宛人とされ,自 己に不利

益な命令を受けたにかかわ らず,そ の取消 しを求める 『法律上の利益』がない

と解することは不当」29)であるとして,そ の原告適格 を認める。

確かに,労 働委員会は,裁 判所 とは異なり,私 法的権利義務の存否の確定を

行 うのではな く,不 当労働行為の除去を目的として判定的権限を行使するので

あるから,労 使関係の実態や救済の現実的な効果,将 来の労使関係の正常化等

を総合考慮 して,不 当労働行為の主体 に一定の作為,不 作為 を命ずるものであ

る30)。 したがって,不 当労働行為の主体 は労働契約関係の主体だけでな く,

当該労働 関係に重大な影響力ないし支配力を及ぼ し得るものを含むと解すべ き

であ り,ま た,そ うしてこそ不当労働行為救済制度の 目的が効果的に達成され

るものと言えよう。労働委員会の実務では,法 人の下部組織の被申立人適格を

認め,こ れを救済命令の名宛人 とする例がかな り見 られるのも,こ のような労

使関係の実態 と救済の実効性を踏 まえているからに他ならない。

不当労働行為が,労 働基本権の侵害に対 して簡易迅速に救済を与えようとし

ている趣旨から,「使用者」の概念は次第に拡張されているとみる31)べきで,

労使関係に重大な影響力ない し支配力 を及ぼし得る下部組織 を 「使用者」 と同

視 し,こ れに取消訴訟提起の出訴資格 を認めることが相当ではなかろうか。

そして,こ のことは,不 当労働行為の主体が行政機関である場合にもあては

まり得 る。

28)塚 本 重 頼 『労 働委 員 会 一制 度 と手 続 一』(日 本 労 働協 会,1977年)53頁 。 ただ,

この説 は,本 社 以外 の機 関が 被 申立人 とな りうる場合 を,(イ)支店 の よ うに商業登

記 な どに よっ て独 立 の機 関 と して公認 されてい る場合,お よび(ロに れ に準 ず る程

度 に独 立性 が強 く,そ の責任 者が 労務 管理 の面 で 固有 の権 限 を有 してい る場 合 に

限定 してい る(同 書54頁)。

29)塚 本 ・前 掲書 注㈱333頁 。

30)不 当労働 行為 に対す る行 政救 済制 度 の独 自性 を強調 し,こ の観 点 か ら労働 委員 会

の救 済命 令 に対 す る司法 審査 の あ り方 を論 じた もの と して,道 幸哲 也 『不 当労働

行為 の 行政救 済 法理』(信 山社,1998年)が あ る。

31)塚 本 ・前 掲書 注㈱51頁 。
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行政機関は,行 政主体が現実に行政を遂行するに際して,具 体的な行政上の

権限を行使する組織構成体であるが,労 使関係の中で,そ れが実態として事実

上の 「使用者」 としての役割を果た し,重 大な影響力ない し支配力 を及ぼす こ

とがある。

例えば,地 方公務員の場合,抽 象的には地方公共団体が労使関係 における 「使

用者」だと言い得て も,地 方公務員法(以 下 「地公法」)上,公 務に従事す る

公務員 としての職務の特殊性,勤 務条件 ・身分保障の観点から勤務条件法定(条

例)主 義が とられ(同 法第24条 第6項),公 務員の勤務関係,権 利義務の内容

が法令(条 例)に よって大幅に定め られている。 しかし,地 方公共団体に勤務

す る職員であっても,職 務 と責任の特殊性に基づいて,「 単純な労務に雇用 さ

れる者」(単 純労務職員)の 労働 関係 については 「地方公営企業等の労働関係

に関する法律」(以 下 「地公労法」)が 適用 されることになっている(地 公法第

第57条,地 公労法附則第5項)。 すなわち,単 純労務職員の労働 関係は,地 方

公営企業職員(地 方自治法第263条)と 同様,一 般企業 に雇用 された労働者 に

準 じた扱 いをするもの とし,労 働組合法の適用を定め(地 公労法第4条),団

結権,団 体交渉権,労 働協約締結権を認めると同時に,労 使間の紛争について

は一般企業の労使紛争の場合 と同 じく労働委員会の管轄に属する。

これを地方公共団体 に置かれる教育委員会について見てみると,教 育委員会

は長か ら独立 して地方公共団体の教育に関する事務 を広 く管理執行するが,な

かで も教育委員会および学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事 に関

することがその職務権 限の一つとして掲げられている(地 方教育行政の組織お

よび運営に関する法律第23条 第3項,地 方自治法第180条 の8)。 すなわち,教

育委員会は,教 育長その他教育委員会の事務局職員,学 校,公 民館,図 書館,

博物館等の教育機関の職員の任命権者であ り,こ れらの職員の任命,給 与の決

定,休 職,免 職,お よび懲戒等を行 う権限を有 し,こ れ らの職員の人事に関す

る事務を処理する。ただ,人 事に関す る事務 とは言って も,上 述のように,用

務員,調 理員等の単純労務職員の労働関係に関しては,給 与については条例で

定める種類 と基準の範囲内で,団 体交渉で決めるといった当事者自治の原則が
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導入された り(地 方公営企業法第38条 第4項,第39条,地 公労法第7条),地

方公務員法上の勤務条件措置要求や不服申立ての制度の適用 を除外するなど

(地方公営企業法第39条 第1項),民 間企業 に勤務する労働者に準 じた扱いを

することとしている。

このように,地 方公務員法制度は,一 般職の公務員であっても,行 政の担い

手たる全体の奉仕者 としての特殊性を考慮 して,民 問企業の労働関係 とは異

なった特別な規律の下に置 く職員(仮 に,か かる職員を 「一般行政職員」 とい

う。)と,民 間企業の労働者に近い業務 を担当するために必ず しも特殊な考慮

を必要とせず,む しろ原則的に民間労働者 と同様の扱いをする職員 とを区別 し

ているのである。そ して,労 働委員会が,後 者の職員について不当労働行為が

あったとして,人 事権を含め,長 に対 し独立 した職務権限を行使 し,民 間企業

におけると同様,労 働関係 について事実上の 「使用者」 として重大な影響力な

いし強い支配力 を及ぼし得 る立場にある教育委員会を名宛人とする救済命令を

発するのは無理か らぬ ことであるし,ま たそうする方が実効性が期待で きると

も言えよう。

確かに,教 育委員会 自体 は行政機関に過 ぎないが,行 政主体のために行政上

の権限を行使する地位 としてではなく,上 述のようなある限られた関係におい

ては,実 態的に機関を 「使用者」と同視 し,そ れに 「法主体」性 を擬制 して32),

取消訴訟の出訴資格を認めてよいように思われる33)。

32)雄 川 ・前掲 論 文 注㈲ が,「 自己訴 訟」(lnsichprozess)と して 論 じ られ て い る ド

イツの機 関訴訟 に 関す る学説 を紹 介 し,そ の 中で,官 庁 が実体 法 上権 利 の担 い手

た り得 るか を論 じた ロ レンツ(D.Lorenz)の 説 に依拠 しつつ,「 機 関 訴訟 につ い

て,期 間の概 念 や権 限 の概 念 を実 質的 ・相対 的 に考 え る とす る と,逆 に形 式的 に

は機 関 で あって も,裁 判 的保 護 を受 け得べ き場合 が理 論 的 には あ りうる とい う こ

とに なる。」 と述 べ てい る(同 論文1207頁)の は示唆 に富 む。

33)一 般 行 政職 員 は,行 政 の担 い手 と しての職務 の特 殊性 か ら当事者 自治 の余 地 を認

めず,勤 務 条件 法定(条 例)主 義,給 与勧 告制 度,勤 務 条件措 置 要求,人 事 委 員

会 ・公平 委 員会へ の不服 申立 制度 等,特 別 な規律 に服 してお り,こ れ に民 間企 業

に準 じた 「使 用者 」 と して の性 格 を付 与す る こ とはで きない 。一 般行 政職 員が不

利益 処分 を受 けた場合,人 事 委員 会 に行政不 服 審査法 に基 づ く審査 請 求 をす る こ

とが で きるが(地 公 法49条 の2),北 海 道 人事 委員 会 規則11-17(不 利益 処 分 に
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また,こ のように解するのでなければ,訴 訟上 も奇妙な結果となる。

法人の構成部分は救済命令の名宛人た り得ず,か かる場合は法人のみが命令

の取消 しを求め得るとす る前述判例の論理34)か らすれば,教 育委員会を名宛

人 とする救済命令については,そ れが属する地方公共団体が同一の地方公共団

体を被告 として取消訴訟を提起することになり,訴 訟としては成立 し得ない。

そ して,行 政機関の 「使用者」性 を認めること以外 に,「 自己訴訟」の矛盾 を

回避 し,特 殊な分野で,独 立した行政機関が行政主体 を被告 として取消訴訟を

提起する訴訟の仕組みを合理的に説明することは難しいのではなかろうか。

教育委員会によって救済命令の取消訴訟が提起 され,し かもその出訴資格が

問題にされずに本案判決を得ている現状は,ま さに以上のような理論的 ・実際

的な理由と無関係ではないと思われる。

7.ま と め

わが国の行政訴訟制度が,い わゆる主観訴訟 をその基本構造としている以上,

行政機関が行政主体のために法律 によって与えられた行政権限を行使する場合

は,特 別な定めがない限 り,権 限行使をめ ぐる紛争 について,行 政機関が訴え

を提起することができないということになろう。

しか し,こ の原則 を厳格に貫 くと,制 度の趣旨にそ ぐわず,実 際上 も不都合

つい て の不服 申立 て に関す る規 則)で は,一 定 の事 由が あっ て裁決 に不 服が あ る

場 合 に は,当 事者 は,人 事 委員 会 に対 して再 審 の請求 をす る こ とが で きる とされ

てい る(同 規則62条)。 この 「当事 者 」 に は,処 分 された一 般 行政 職 員,処 分 を

した任 命 権者(例 えば教育 委員 会)の 両 者 を含 む と解 され るか ら,教 育 委員 会 に

不 服 申立 て まで は認 め られて いて も,裁 判所 に人 事委 員会 の裁 決 の取消 訴訟 を提

起 す る こ とは認 め られて い ない。一 般行 政職 員 に対す る懲 戒処 分 は,単 なる労使

関係 の見 地 か らで はな く,「 国民全 体 の奉 仕 者 と して公 共 の利 益 の ため に勤務 す

る こ とをそ の本質 的 な内容 とす る勤 務 関係 の見地 にお い て」(最判昭和52・12・20

民 集31巻7号1101頁)科 され る もので あ って,教 育委 員会 によ る処 分 は,機 関 と

しての権 限行 使 と見 る ほか ない。 この場 合 に,教 育委 員会 に取 消訴 訟 の提 起 を認

め る ことは機 関訴 訟 とな り,こ れ を認 め る法律 の規定 が ない 限 り許 されな い。

34)注 ㈹ 前掲 最判 昭和60・7・19民 集39巻5号1266頁(済 生会 中央病 院事件)。
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な結果 となることが起こり得る。かかる場合には,法 改正をして不合理な結果

を是正 し,制 度間の矛盾を解消することが必要なのであろうが,そ れが早急 に

望めないとすれば,可 能な限 り弾力的な解釈方法で現実的な解決を図るほかは

ない。

民事訴訟法は,確 かに,権 利能力を持たない者を当事者 として訴訟の追行 を

認めても,紛 争解決の実効性に欠けることか ら,そ うした不適切 な者を訴訟主

体の地位から排除しているが,当 事者が 自己の実体法上の権利 を主張すること

が必ず しも要求されない訴訟法の下では,権 利能力 と当事者能力 との結びつき

は必然ではない35)。かかる場合は 「むしろ人格なき社団の地位に準 じて」36),

当事者能力 を認める余地もあるのではないか。

また,行 政事件訴訟に関 し,「この法律に定めがない事項については,民 事

訴訟の例による」(行 訴法第7条)と はいっても,民 事訴訟法 と同様 に処理 し

て も行政事件訴訟の特質に関 し又区影響がないと考えられるならば問題ない

が,行 訴法に定めがない ときに,行 政事件訴訟の特質を考慮 して,な お行政訴

訟に相応 しい独 自の取扱いをすることは許されると思われる37)。

さしあた り,行 政機関による取消訴訟提起の可否については,本 稿で取 り上

げた労働委員会の救済命令を同一地方公共団体の行政機関(本 稿では教育委員

会)が 争 う場合がその好例 と言えよう。特 に,労 働委員会の救済命令は,使 用

者の不当労働行為を排除 し,公 正な労使関係秩序を迅速に回復 させるという行

政目的実現のために下される判断であり,こ の点で,そ れは,実 体法上の権利

35)秋 山幹男他 『コ ンメ ンタール民 事訴 訟法1・ 第2版 』(日 本 評論 社,2006年)291

頁。

36)雄 川 ・前掲 論 文注⑳1208頁 。

37)む しろ,そ れが行 政事 件訴 訟法 立案 者 の意 図で もあ った。 室井 ・芝 池 ・浜川 ・前

掲 書 注⑳97頁(曽 平 俊文担 当),杉 本 良吉 『行 政事 件 訴訟法 の解 説』(法 曹会,1963

年)28頁 。行 政事 件訴 訟法 の立 案者 で もあ った 田中二 郎博 士 は,「 『民事 訴訟 の例

による』場 合 におい て も,そ れ は,行 政 事件 訴訟 の本 質 に反 しな い限 りにおい て

で あっ て,将 来,行 政 事件 訴訟 の本 質 が解 明 されて い くにつ れて,そ の本 質 に即

した独 自の解 釈 理 論 が展 開 され るべ き こ とは,当 然 に予期 され な け れ ばな らな

い。」 と述 べ る(田 中二郎 『要 説行 政法新 版』(弘 文堂,1985年)392頁)。
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義務関係の確定を目的とする司法救済とは,自 ず と存在意義 と機能とを異にす

る。このような行政的救済の場 に司法救済の論理を厳格に持ち込むこと自体 に,

所詮無理があると言わねばならない。また,労 働員会の発する命令 も,行 政処

分の一種 といいなが ら,行 訴法が想定する一般の行政処分 とは同列には論 じ得

ない特殊な性格や効力を有する38)。

行政機関による訴訟提起の可能性 を論 じるにあたっては,こ のような特異な

構造 と手続を有する労働委員会による救済制度の趣旨や実態を抜 きにしては,

妥当な解決は得 られないものと思われる。

*本 稿 を作成するに際 しては,文 献,資 料,判 例の検索 ・収集に関し,本 学企

業法学科松浦ゆか り助手の助力を得た。記 して,お 礼申し上げる次第である。

*な お,脱 稿後に,大 阪府教育委員会(以 下 「府教委」)の 救済命令被申立人

適格が扱われた中央労働委員会平成19年1月10日 決定(中 央労働時報1072号

7頁)に 接 した。事案は,大 阪府及び府教委が大阪教育合同労働組合(以 下

「教育合同」)か らなされた非常勤職員の報酬引上げに関する団体交渉の申

入れに対 して誠実に交渉を行わなかったこと等が不当労働行為 に当たるとし

て,大 阪府労働員会に救済 を申し立てたものである。

初審の大阪府労働委員会は,教 育合同が地公法が適用 される職員が主体と

なっているいわゆる混合組合であることか ら,団 体交渉拒否等に関する申立

人適格を否定 して,教 育合同の申立てを却下 した。

これに対 し,中 央労働委員会は,教 育合同の申立人適格 を認めるとともに,

「なお,府 教委は,府 の執行機関の一部にす ぎず,不 当労働行為救済命令の

名あて人たる法律上独立 した権利義務の帰属主体 とな り得ないものと判断す

るのが相当であるから,府 教委の被申立人適格を認めることはできない」と

38)秋 山義 昭 「労働 委 員会 救 済命 令 の効カ ー特 に その公 定 力 ・執行 カ ー」(北 大法 学

論 集 第38巻5・6合 併 号上 巻)1075頁 以 下。
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述べて,府 教委に対する教育合同の救済申立てを却下した初審決定を結論的

に支持 している。

この場合,大 阪府は,中 央労働委員会の決定に不服であれば,当 該決定の

取消 しを求めて,国 を相手に訴訟を提起することになるのであろう。しかし,

仮 に,大 阪府が府労働委員会の命令 に不服があ り,裁判所 に出訴するには(労

組法第27条 第6項),大 阪府が大阪府を被告 として取消訴訟 を提起するので

あろうか。さりとて,府 教委の被 申立人適格す ら否定されているのであるか

ら,府 教委が取消訴訟を提起 し得 ないことは当然であ り,結 局,大 阪府 とし

ては,中央労働委員会への再審査の申立てを余儀 なくされるように思われる。


